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「三田学会雑誌」89巻 1号 （1996年 4 月）

穏 当 な 提 案

ル イ ス • C • コルチョン 

カ ル メ ン • ヘレ一口

訳 白 井 義 昌

ごく近年まで，新古典派的伝統に基づいた理論モデルは，人々が誠実に行動すること，すなわち 

人々は真の選好に従って行動することを（時には暗黙のうちに）仮定していた。その後，インセン 

ティブに基づいた考え方が導入され，そこでは，人々は自らの利益に適う限りずるをしたり，いか 

なる手段をも採ることが仮定された。本稿では，人々が完全に誠実である場合と，完全に不誠実で 

ある場合との間に位置するような状況のモデル化を試みる。主体は戦略的に行動するが，その行動 

は自らに課したあるルールによって制約されている状況を我々は分析したい。「行動規範は……誠 

実さや闻潔さといった自らに課した基準をもたらす。」（D. North ( 1 9 8 9 ) またM ilgrom -W eingast 
( 1 9 8 8 )も参照せよ）我々の念頭にある本質的問題は，ある骨の折れる仕事（授業や雑務等々）の割り 

当てを決める学部会議で直面するような問題である。人々が妥協するように努めることは皆が知る 

ところではあっても，誰 か が 「私は学部のためには何もしたくない」 というような提案をすること 

はまずない。むしろ各個人は次のように自問するであろう。穏当ではないと非難されずに提出でき 

る最良の提案はいかなるものだろうか。これが本稿の題名を説明する。 と言うのも，これらの会議 

ではその提案がまじめに受け止められるためには，ある穏当さの制約（decency constraint) が守ら 

れねばならないからである0 これらの制約が資源配分に及ぼす影響は二次的なものとして見過ごせ 

ない。「しかしながら，明確なことは，我々が作り出した非個人的で特化の進んだ世界では，契約 

の測定および遂行には費用がかかり，そのことが個人に反社会的行動をとる機会を与えるというこ 

とである。そして利益の最大イ匕をある水準にまで制約するように各個人が自らに課した基準によっ 

て裏打ちされたルールなしには，複雑な社会は成り立つとは信じがたい。 しかし，我々が用いる経 

済モデルにはそのような複雑な行動を許容する余地はほとんどない。共産主義や原理的宗教信仰と 

いったイデオロギーと同様に，信用，行動の倫理的基準，そして道徳的な教えも，契約締結の費用

( 1 ) ある人の意識が確実にその人の利益になるように働くと仮定するのはしっくりこないことは心理 

学者の間では共通の認識である。むしろ行為は価値観，ルールおよび信念等によって形成されると 

す る （Prelec and Herrstein (1991)を参照せよ。）また，穏当な行動についての外部から与えられた 

ルールの存在，およびその内部化は合理的選択の見かけ上の不整合性を示すものとして言及されて 

きた。これについてはSen ( 1 9 8 3 )を参照せよ。
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や経済のパフォーマンスに影響を及ぼすのである。」 (D. North ( 1 9 8 9 ) )また，近代アメリカ史のー 

つの時代が次の文とともに終焉したことを思い起こそう。「あなたには穏当さというもがないので 

すか？ （Don’t you have any decency?)」
以上，本稿での一般的方針を据えたうえで，二つの根源的問題が問えよう。いったいどこからこ 

れらの制約が生まれて来るのか。そしてそれら制約はいかなることを含意するのか。本稿の目的は 

第一の問題を議論することではないことをまずはじめに明言することが重要である。すなわち，な 

ぜこれらのル ー ル が 制約として効いているかは問わない。そのかわり，我々は第二の問題を分析し 

たい。その問題とは，このような穏当さの制約の存在が資源配分にもたらす帰結とは何かである。 

「社会科学者にとっての重大な挑戦は制度的にも豊富で，なおかつ今までなされてきた以上に複雑 

な行動を考慮した政治経済学的モデルを開発することである。」 (D. North (1989))
しかし，いったいこれらの制約とは何であろうか。これは，十分な一般性をもって答えるには難 

しい問題である。 したがって，この問題に関して我々が知るところでは，穏当な行動はある特定の 

モデルにおいて自然な形で定義されるとまでしか言えない。本稿では二つのモデルを紹介する。倒 

産のモデルと交換経済における交渉のモデルのニつである。両方のモデルに課する構造は同じもの 

である。すなわち，主体は需要量を請求する。この需要量が穏当な提案と考えられるためには，そ 

れがある集合内に属せねばならないと仮定する。穏当な提案は，我々が妥協関数 （compromise 
f u n c t io n )と呼ぶもの（実行理論 ( im p lem en ta tio n )に関する標準的文献ではこれは結果関数（outcome 
f u n c t io n )と呼ばれている）によって達成可能な配分として集計される。そのような関数を知ったう 

えで，すなわち，主体の送るメッセージがいかに配分に変換されるかを知ったうえで，各主体は提 

出可能で最適かつ穏当な提案を捜し出す。例えば主体 i にとっての穏当な支配戦略（Decent Dom i
nant S t r a t e g y )とは次のような穏当な提案である。他の全ての主体が提出したいかなる穏当な提案 

を与えられても，主体 i にとっては提出し得る穏当な提案のなかで一番よい穏当な提案である。同 

様に穏当な戦略 （decent s t r a t e g y )の中でのナッシュ均衡（以後N D S と略する）はどの主体もそれ 

と異なった穏当な提案を提出しても効用をそれ以上高めることができないような各主体の穏当な提 

案のリストである。我々が行うべきことは二つの特定化されたモデルにおいて稳当な支配戦略（以 

後 D D S と略する）として達成され得る（すなわち，実行され得る）資源配分と，穏当な戦略の範疇で 

のナッシュ均衡として達成されるそれの特徴付けを行うことである。

( 2 ) ここで穏当性の概念に十分な基礎付けが与られていないからと言って，本稿で採ったアプローチ 

を排除しまうのは公平でないと我々は考えている。価格受容者のモデルはこの行動の説明が追求さ 

れる何年も前から用いられていた。同じことがゲーム理論や主体が合理的であるという仮定につい 

ても言える。実際には，穏当な行動の基礎付けに対する完全な解答は経済学の範疇で見つけること 

はできないのではないかと我々は考えている。したがって，何が悪く何が良いかについての明文化 

されていないルールがいかなる社会についてもあることだけを指摘するに止めて議論を進めること 

にする。そして，これらのルールの違反者はある種の社会的追放を受けるか，良心の咎めを感じる 

ことになる。
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まず倒産モデルから始めよう。二人の主体が存在する場合，D D S において実行される倒産問題 

の解のほとんど完全な特徴付けができる（定理 1 )。倒産問題の解において際立ったもののうち， 

D D S によって実行されない唯一の解は比例的解（proportional s o lu t io n )であることが明らかにさ 

れる。さらに制約付き均等報酬（Constrained Equal Award (CEA)) を別として，他の標準的解は 

主体が提出する提案の平均をとったものを妥協関数として遂行される。

しかし，主体が二人より多い場合には事態は異なる。この場合，一意的に穏当さを定義すること 

ができない。公平性についての特定の見方に基づいた事前の情報がないことに問題の難しさは起因 

する。与えられたお金をある主体がその仲間にどのように分配したいかということについてもっと 

もな方法がいろいろあるからである（皆に均等に分けるか，それぞれの請求額に比例して分けるか 

等々）。我々は，二人の主体の場合に準じて，妥協関数が提案の平均をとったもである場合を分析 

する。この妥協関数は解の族を定義し，それぞれの解は主体が請求した金額を差し引いた余りの金 

額についてどのように残りの者で分配するかを指示するというル一ルによって区別できる。このル 

一ルがいかに選ばれようとも，いかなる標準的も解を実行できないということを，例を用いて示す 

(定理2 ) 。与えられた分配ルールの族の下に平均妥協関数は幾つかの解を実行する。そのため，こ 

の 結 果 （定理 2 ) は，新 し い 解 （の族）が得られたことを意味する。二人の主体の場合にはたまた 

まそれが標準的な解に一致するが，一般的にはそうならない。

交渉モデルの場合はどうであろう。交換経済の下での二人の主体の場合に焦点を絞って議論する。 

まず第一に，強い意味で凹かつ準線形な経済（すなわち譲渡可能効用の経済）の範疇では平均妥協閨 

数は N D S としてシャプレー値を実行し，この設定の下ではN a s h， K a la i -S m o ro d in sk yそして 

R a i f aに示されている標準的な交渉解と一致することを証明する（定理4 )。この結果をより大きな 

経済の族に拡張するときに幾つかの問題が起きる。一方では「最大」の穏当な提案およびその均衡 

の一意性は実行可能性の観点から問題となる。また他方では，十分に大きな範疇の経済における 

N D S で実行可能な弱い意味での匿名な解（w eakly anonymous s o lu t io n )はパレ一ト最適にならな 

いことが導かれる（定理5 )。

本稿はニ層の観点から理解することができよう。交渉の理論の観点に立つと，本稿は二つの特殊 

な場合での非協力的行動による基礎付けとみることができる（ただし，我々が「穏当な」戦略のみを 

扱っていることに注意せよ）。ある解が満たすべき妥当な公理を考える代わりに，「自然な」手続き 

を考え，非協力均衡で得られる解を確認するのである。これらの解は， この研究分野の他の文献で 

提唱された解とある時には一致するが，またある時には一致しない。実行理論の観点に立つと，あ 

る組織は資源および誘因の制約に加え，公平さについての制約にも直面しているという考え方を 

(荒っぽい形ではあるかもしれないが）本稿は定式化したものであると見ることができる。この後者 

の観点は，主体がその組織の営みが公平である， または少なくとも穏当であると考えていなくては 

ならないことを示す。 もしそうでなければ，主体は組織に反逆するか，予想外のとんでもないよう
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な行動をとることになろう。世界の歴史にはこのような行動の例が山とある。

本稿で得た結果をどのように評価すべきであろうか。穏当性と合理性の概念の組み合わせは何も 

結果をもたらさないものではなく，それによって分析的結果がもたらされ得るということの例とし 

て理解されるべきであると我々は考えている。 もちろん本稿でとったアプローチがすぐさま便利な 

ものになるかどうか判断するには時期尚早である。 しかし，一つの有望な点もある。単純な環境 

(すなわちニ主体の倒産問題およびニ主体かつ効用の移転可能な場合の交渉モデル）の下では我々が提唱 

した解はよく知られた解（すなわちシャプレー値）を再現する。 しかし，一層複雑な環境では我々 

の解は，この研究分野で提唱されてきた標準的な解の発展形を再現しない。このことは，本稿で展 

開した理論がこれらの解を理解するうえでの何らかの付け加えになることを示唆しているかもしれ 

ない。

我々の研究の有り得る二つの拡張は次のようなものである。 （1 ) もし全ての主体が同じ分配ル 

— ル を 用いるならば，主体が用いている分配ル ー ル を その解が再現するというような解の存在を示 

すこと。言い換えれば，請求権の公平な分配についての私的な概念と公的な概念とがー致する解の 

存在を示すことである。（2 ) 不確実性の導入。交渉モデルの場合，主体 i にとっての穏当な配分 

の集合は，主体 j にとって期待効用がその初期賦存を消費させられたとき得られる効用より少なく 

ないような配分の集合であると定義する（他の定義も可能である）。
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